
転校手続きのしかた 

 

岐阜市立長森東小学校 

【長森東小学校より転出する場合】 

１．転出が決まりましたら、長森東小学校のクラス担任と転出する学校へ転校の連絡を入れてくだ

さい。また、詳細が決まりましたら、『長森東小学校転出届』を長森東小学校へ提出してくださ

い。 

 

２．長森東小学校で①在学証明書、②教科書給与証明書 を受け取ってください。受取日は児童最

終登校日が望ましいです。 

 

３．岐阜市役所市民課、もしくは市内に７箇所あるいずれかの事務所にて、③転出証明書（岐阜市

内異動の場合は市内異動証明書）を受け取ってください。 

 

  これで岐阜市・長森東小学校での手続きは終了です。この後は①・②・③の書類を持ち、転出先

の市町村の指示に従って手続きを進めてください。 

 

 

【長森東小学校に転入する場合】 

１．転入が決まりましたら、長森東小学校と転出元の学校へ転校の連絡を入れてください。 

また『長森東小学校転入届』を長森東小学校へ提出してください。 

 

２．転出元の学校と市町村で受け取った①在学証明書、②教科書給与証明書、③転出証明書を持っ

て岐阜市役所市民課、もしくは市内に７箇所あるいずれかの事務所にて住民登録の手続きを行

ってください。長森東小学校区に住民票がある小学生がいる場合は、④入学許可書 が発行さ

れます。 

 

３．長森東小学校へ①・②・④（まだ提出されていないようでしたら、『長森東小学校転入届』）を

提出してください。その後長森東小学校に関わっての説明をします。 

 

※お子さんの転出入に関わって、ご不明な点や配慮してほしいこと等ありましたら、長森東小

学校まで遠慮なくお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

岩地一、二、三、四丁目、琴塚一、二、三、四丁目、水海道一、二、三、四、五丁目、 

天池一、二丁目 

 

 

 

 

 

長森東小学校通学区域 



 

 

 


